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モラル

　2011年７月の地上アナログ放送終
了に伴い、テレビの買い替えなどで不

要となったテレビを処分したり、処分を検討したりしていることと思います。
　不要となったテレビは、家電リサイクル法により家電取扱店などが引き取
ることになっています。しかし、全国的にも不要となったテレビの不法投棄
が後を絶たず、対策に苦慮しています。本町でも、不法投棄が年間、数件発生
していて、警察に捜査の依頼をしています。実際に逮捕されるケースも少な
くありません。
　不法投棄は廃棄物処理法違反となり、５年以下の懲役もしくは1,000万円
以下の罰金が科せられる場合があります。テレビに限らず、ごみの不法投棄
は絶対にやめ、適正な処理をお願いします。
　不法投棄を発見した場合は、弟子屈警察署か役場町民課衛生係までご連絡
ください。

不法投棄はやめて！

　ごみの分
別について

は、日頃からご協力いただいていますが、最近、可燃ごみや不燃ご
みの中に資源ごみが多く含まれているケースが目立ちます。
　可燃ごみが増えると処理費用がかさみ、不燃ごみが増えると美
留和一般廃棄物処理場で埋め立てできる期間が短くなります。処
理費用の抑制と埋め立て場所の延命のためにも、資源ごみの分別
にご協力くださるようお願いします。
※�ごみの分別方法については「てしかがの『ごみの出し方・分け方
辞典』たつじん」をご覧ください。

資源ごみの分別にご協力を！
　最近、飼い犬の放し飼いに対する近
所の方からの苦情が多く寄せられま
す。また、犬や猫などが捨てられること
も、依然として多い状況です。
　犬を飼うときは、特別な場合を除き
つながずに飼うと10万円以下の罰金、
犬やその他のペットを捨てた場合は50
万円以下の罰金となります。

ペットはきちんと飼って
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